
  

意見  

 

１  大規模小売店舗の名称及び所在地  

  ドラッグコスモス新屋店  

  小田原市新屋字砂田 28 の１ほか  

   

 

２  意見の対象となった届出及び届出日  

  大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定による新設の届出  

令和６年５月 31 日  

 

３  意見  

（１）小田原市からの意見  

泉中学校の通学路になっているため登校時間の７時 15 分か

ら８時 15 分と（部活動などで下校時間が異なるため）下校時

間 13 時 20 分頃から 17 時頃まで、大型車の通行規制と警備員

配置などの対策をしてください。  

 

（２）住民等からの意見  

   意見なし  


